
港湾法施行令の一部を改正する政令案

平成２６年５月

国 土 交 通 省

１．背景

第183回国会において、港湾管理者が特定技術基準対象施設を管理する

民間事業者に対し勧告等を行うことができる制度、国土交通大臣が港湾管

理者に対しその管理する港湾における特定技術基準対象施設の維持管理の

状況に関し報告を求めることができる制度の創設等を内容とする「港湾法

の一部を改正する法律」（平成25年法律第31号）が成立し、平成25年６月

５日に公布された。

今般、同法の公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令

で定める日から施行される規定に関して、その施行に際して必要となる規

定の改正を行うため、港湾法施行令（昭和26年政令第４号）の一部を改正

する必要がある。

２．概要

今般の港湾法（昭和25年法律第218号。以下「法」という。）改正によ

り追加された国土交通大臣の職権のうち、港湾管理者に対し行う特定技術

基準対象施設の維持管理の状況に関する報告徴収及び技術的援助（法第56

条の２の22）については、国土交通大臣に加え、地方整備局長等も行うこ

とができることとする。

３．スケジュール（予定）

閣 議：平成２６年５月２７日（火）

公 布：平成２６年５月３０日（金）

施 行：平成２６年６月 １日（日）


